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※２０２４年度の事業報告および決算、２０２５年度に向けて 

法人化４年目の２０２４年度は、これまでの３年間を振り返り、会計基準やガバナンス等、組

織の根幹部分の見直しから始まりました。組織体制を整えながら、国や自治体の取り組みの変化

に対応しながら既存事業の再編を行いました。新規事業としては、社会情勢を背景に国の制度を

先取りしたこどもたちへの給付事業を立ち上げるました。 

２０２４年度は、全国の団体との交流や他分野の組織との連携が活発化しました。こどもたち

への e-ラーニングの提供、シングルマザーへのデジタルスキル習得サポート、国への政策提言

への参加等、取り組みを広げることができました。同時に、全国大会や他団体の研修等へスタッ

フを積極的に派遣し 

事業の安定的な継続に向け、全国のスペシャリストの参画が増えたことも２０２４年度の特筆

すべき出来事です。２０２４年度は、仙台・宮城を中心に、山形、東京、埼玉、神奈川、大阪、

ドイツ在住の方々が、各事業の中心的役割を担ってくださいました。 

１０月には、会員のみなさまと寄付者・応援者のみなさまのおかげで、仙台市中心部に拠点を

構え、現在、事務所として活用するだけではなく、困難に直面しているこどもたちや女性たちの

安心できる「居場所＝拠り所」となっています。 

２０２４年度決算については、組織および事業の見直し・再編にともない、事業へ参画するス

タッフが増えたため委託費（科目「外注費」）が増えています。 

２０２５年度は、①当事者への「応援」の質の向上（当事者のニーズに応じたプログラムの充

実、受益者の声を反映した事業の見直し・改善、AI やデジタルシステム・オンラインシステム

の導入）②財政基盤の強化（安定した資金調達、自主財源の確保、会計上の透明性向上）③組織

基盤の強化（担い手育成と増員、他団体・自治体との連携強化、組織の運営体制の整備）④社会

的認知度の向上（広報活動の強化、イベントや啓発活動を通じた社会理解の促進）。これら４つ

を目標に掲げ、取り組んでまいります。 

今後とも引き続きのお力添えを、お願いいたします。 
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【理事・監事からのメッセージ】 

門間尚子 

特定非営利活動法人 mia forza 代表理事 

 

会員のみなさま、寄付者のみなさま、そして、さまざまな形で私たちと

ともに歩んでくださっているみなさまに、心より感謝申し上げます。 

法人設立３年目にして最大のピンチを迎えた２０２４年。私たちが経験

したものは、「辛い・苦しい・無念」なことだけではありませんでし

た。これまで以上にたくさんの方々に、お心を寄せていただき、お言葉

をかけていただき、お力添えをいただき、私たちは「ひとりではない」

ということを身をもって経験させていただいた一年でした。このような

状況・経験を経て、今、私たちは、女性やこどもたちを応援するという

ことは、どういうことかを深く見つめることができるようになってきています。２０２４年の

経験を、活かし形にしていこうと、スタッフ・役員一同、２０２５年を踏み出しております。

これからも私たち mia forza とともに、歩んでいただけましたら嬉しいです。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

横山英子 

特定非営利活動法人 mia forza 副代表理事 

株式会社横山芳夫建築設計監理事務所 代表取締役 

 

当会の果たすべき使命が、年々増しているように思います。いま助け

が必要な方々に対して、国や自治体では対応していないことが多いか

らです。ルールがまちがっているのか、情報が行き届かないことが原

因なのか、難しい問題がありますので、当会が細やかに根気よく対応

していくことが大切だと痛感。 

各事業において、学生スタッフの皆さん、専門家スタッフの皆さん、

事務局の皆さんの日々の活動が、多くの方々の支援により、活発に行

われていることを理事の一人として心強く思うとともに、私自身もも

っと頑張らねばと反省。 

新年度には、有能な新たなスタッフをお迎えすることも決まっております。一人でも多くの皆

さんが、自分らしい生き方ができるような環境をつくるために、スタッフとともに、鋭意努力

し、頑張ってまいります。 

会員として支えてくださっている方々、ご寄付をくださっている方々、ボランティアとして参

加してくださっている方々、スタッフとして参加してくださっている方々、物心両面で支えて

くださっている方々、研修などでご指導くださっている方々に心より感謝申し上げます。 
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寺内順子 

特定非営利活動法人 mia forza 理事 

一般社団法人シンママ大阪応援団 代表理事  

 

昨年は mia forza にとって大変苦しい時期でした。 

しかし、こうした困難に対して門間代表はじめ新しいスタッフのみ

なさんが立ち向かい新しい年度を迎えられることに理事として誇り

を持つとともに、大阪にいるため直接的サポートが出来なかったこ

とを大変心苦しく思っております。 

物価高、とりわけお米の高騰によりシングルマザーやこどもたちの

状況は一層厳しくなっており、食糧支援など生活支援がますます重

要となっています。 

仙台、そして宮城の女性たち、子どもたちのために、皆様からの力強い応援をさらにいただけ

ますと幸いです。 

今年度もよろしくおねがいいたします。 

 

三浦隆弘 

特定非営利活動法人 mia forza 理事 

せり農家  

公益財団法人みやぎ環境とくらしネットワーク(MELON) 理事 

 

農家として mia forza の取組みに賛同し、できることから応援さ

せていただいています。 困難のさなかにあるところ。 食と農

の領域から、まだまだ何かしらできないか。 模索しています。 

居場所と役割、そして学び。 mia forza の活動は、むしろこれ

からが大切な時節となります。 今後ともどうか。気にかけてい

ただき、かげにひなたに応援のほどよろしくお願いいたします。 

 

小関正剛 

特定非営利活動法人 mia forza 理事 

コセキ株式会社 代表取締役 

 

まだまだ自分自身、mia forza（ミア・フォルツァ）の活動の全容

を掴めてはおりませんが、代表や法人の想いである、「ひとりじ

ゃないよう、つながろう」と言う言葉に象徴される活動によって

一人でも多くの人に手を差し伸べられる様に微力ながら組んで参

りたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
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新崎 人生 

特定非営利活動法人 mia forza 理事 

株式会社ミチプロ代表取締役 

 

mia forza の活動は女性や子どもたちが安心して前に進むための大

きな支えとなっています。そして、それを支える皆さんの存在が

あるからこそ、その力はさらに広がっていきます。 

プロレスやスポーツの世界でも多くの仲間や支援があってこそリ

ングに立ち続けることができます。この活動も同じです。皆さん

の思いと行動が誰かの人生を支え、未来を切り拓いていきます。 

支える力が集まればより大きな力となる。 

これからも共に希望の輪を広げていきましょう！ 

 

須田晶子 

特定非営利活動法人 mia forza 監事 

アネスティ法律事務所 弁護士 

 

このたび、2024 年度をもって、監事を退任させていただくことと

なりました。 

2023 年の就任以降、短い間ではございましたが、スタッフの皆様

や理事の皆様の熱意ある活動に触れ、私自身、多くの気づきや学

びがありました。 

これからも、mia forza の活動はますます求められることと思いま

す。 

監事としての任務は終了しますが、別な形で、これからも法人の活動を支援していきたいと思

います。 

法人に関わる全ての皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。 
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【２０２４年度 事業報告】 

fonto事業 こども応援事業 

「こどもの居場所みあちゃん家」 

本事業は、３年目に入りました。２０２４年１１月からは、活動拠点を青葉区一番町の事務所へ移転しまし

た。この事務所は、こども応援事業に参加をしているこどもたちと保護者の方、スタッフが力を合わせて内

装を行いました。自分たちで作った場所での活動とともに、今年度もこどもたちの声を活かした「飛び出

せ！みあちゃん家！」（郊外への遠足）を４回開催。毎年恒例となった、名取市・七ヶ宿町へのお出かけで

は、受け入れ先の方々との交流が一層密になってきています。 

こどもの居場所運営と並行して、保護者の方へは「保護者会」と「家庭訪問」「個別相談」「食糧提供」を行

いました。こどもの成長にともなう子育ての苦労や出費の増加、物価高等を背景に、前年に比べ、電話や

メールでの相談と家庭訪問や個別の食糧提供の回数が増えています。 

事業内容 

  事業目的：困難を抱えるひとり親世帯の小学生の「これ、やってみたい！」を応援することで、こどもた 

ち一人ひとりが、より多くのことに関心を持ち、挑戦していく姿勢を育む。また、定期的・継 

続的に安全・安心できる場と関係性を提供することで、こどもたちがのびのびと自ら将来へ 

の夢や希望を描いたり、力と可能性を広げることができるようになることを目指す。 

  内容：宮城県内のひとり親世帯の小学生とともに、遊びと学びを実践。また、昼食を囲みながら食育も

進める。利用期間中の漢字・英語・数学検定等各種資格取得に係る試験費用と文具購入費

用の提供。また、さまざまな職業の方を迎え「職業人講話」を開催し、職業や働くことについて

こどもたち一人ひとりが自分の考えや思い・希望を育むきっかけづくりを行なった。なお、こど

もたち一人ひとりに担当のスタッフをおき、こどもたちの声や変化へ迅速且つ丁寧な対応を心

がけた。 

こどもたちだけではなく保護者が抱える不安についても、保護者会や個別相談、家庭訪問や

情報提供を通じてサポートを行なった。 

  開催日時：毎月第四日曜日 １４：００〜１７：００または１０：００〜１７：００（遠足時） 

  実施日数：２０２4年１月から１２月末まで１1日開催（台風の悪天候のため 1回中止） 

  対象者：宮城県内のひとり親世帯の小学生を中心に、遠足時は寺子屋利用の中高生も参加  

  利用人数：5人（仙台市・名取市） 

  スタッフ：大学生１１人 社会人２人 担当理事１人 

会場：オーガニックカフェおひさまや、みやぎ NPOプラザ、NPO法人 mia forza一番町事務所 

助成：公益財団法人ベネッセこども基金様 

 

  
前年度の「こどもたちの声」を反映し、２０２４年度は「飛び出せ！みあち

ゃん家」（遠足）の回数を４回に増やしました。 

農作業体験では、春に植えたさつまいもの収穫をしました。 

また、前年度好評だった自然体験では、沢登りに挑戦しました。 

３年連続で訪れている七ヶ宿町では、地元の方々とすっかり打ち解け「た

だいまー！また来たよー！」という声が、こどもたちから上がりました。 
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「寺子屋みあちゃん家」 

２０２３年度に引き続き、本事業は、大学生リーダーが主となって運営を進めました。 

「受験生だけど、勉強どうしよう」という中学生の声から始まった「寺子屋みあちゃん家」では「学ぶことを楽

しむ」を大切に、学びを楽しむ土台となるこどもたちの「こころ」と「環境」への寄り添いを重視しています。 

そのため、本事業では、こどもたちへの寄り添いだけではなく、保護者の方や家庭全体へも、個別相談や

家庭訪問、保護者会等を通して関わらさせていただいています。また、当法人他事業「女性の居場所事

業」や「フードパントリー事業」とも連携し、多様なメンバーとサービスを利用していただきながら、保護者の

方や家庭が直面している「困った」の緩和や解決に向けたサポートをさせていただいています。 

今年度も、高校受験生が在籍しました。みなさまのお力添えのおかげで「高校合格！」の声が届いており

ます。感謝申し上げます。また、新しい取り組みとして、中学入学後に躓かないように学習準備段階として

小学 6年生の参加を試みました。 

事業内容 

  事業目的：困難を抱えるひとり親家庭のこどもたちの「学びたい！」を応援することで、こどもたち自身 

が自ら将来への夢や希望を描き、力と可能性を広げることができるようになることを目指す。 

  内容：宮城県内のひとり親世帯の小中高校生へ軽食付無料学習支援と各種資格取得に係る試験費 

用と文具購入費用の提供。学習支援はマンツーマンで行う。また、こどもたちだけではなく保護 

者が抱える不安についても、保護者会や個別相談、家庭訪問や情報提供を通じてサポートを 

行った。 

  開催日時：金曜夜月３回 １９：３０-２１：３０開催 

  実施日数：２０２4年１月から１２月末まで３６日開催 

  対象者：宮城県内のひとり親世帯の小学６年生から１８歳までのこども 

利用人数：小学生１人、中学生４人、高校生３人（仙台市・名取市） 

  スタッフ：大学生６人 大学院生 1人 社会人２人 アドバイザー１人 担当理事１人 

会場：オーガニックカフェおひさまや、NPO法人 mia forza一番町事務所  

助成：公益財団法人ベネッセこども基金様 

 

「こどもの居場所みあちゃん家」「寺子屋みあちゃん家」をご利用されたご家庭のお母さんたちの声 

（保護者会・個人面談・アンケート等より一部紹介） 

質   問 お母さんたちの声 

利用前、お子さ

んについて心配

だったことや、

利用の動機に

ついて 

「人見知りがひどくて、大勢の中にいるのが苦手でした。環境に慣れるにも時間がかか

るので、この先のことが心配で、少しでも人慣れして欲しいと思い申し込みました」「上の

きょうだいが以前通っていたので、小さい頃から『行きたい』と憧れていたようです」「私

の体調が悪くなかなか外遊びに付き合うことができなかったので、ぜひ、と思い申し込

みました」「進学しましたが、勉強が突然難しくなったようで。家計のことを慮って塾に行

きたいだろうに言わないのです。『ここは無料だからどう？』と言ったら、嬉しかったよう

で『行きたい！』と即答でした」「学校の先生に紹介されました。こどもだけではなく、私

自身の応援もしてもらえるから、と。シングルマザーで心細かったので、お願いしたいと

思いました」「こどもの成績が下がっても、私では勉強が教えられなくて。どこか良いとこ

ろはないかな、と探していました」「他の無料学習支援を利用していましたが、教室の雰

囲気が合わなかったようでやめてしまいました。どうしたものかと思っていたところ、知り

合いから情報をもらったので申し込みました」「以前問い合わせたことがあったのです

が、こどもが小さすぎて利用できず見送りました。ようやく該当年齢になったので申し込

みました！」 
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お子さんの変化 「たくさん話してくれるようになりました！思春期だし、口数が減ってしまうのも仕方がな

いとは思いつつも心配でした。みあちゃん家の遠足で出かけたところにまた行きたいと

言うので、親子で出かけたりしています」「成績が上がりました！あんなに勉強に抵抗し

ていたのに『寺子屋で約束したから』と、宿題や自宅学習に取り組むようになりました。

びっくりです！」「反抗期のせいか家では不機嫌な顔しか見せません。でも、みあちゃん

家が終わって、スタッフのみなさんと手を振って別れる時は笑顔なんです。月に数回、こ

どもの笑顔が見られる貴重な機会です」「勉強に前向きになりました。スタッフのみなさ

んを信頼しているようです。寺子屋に行くようになって、こどもが友達のことや勉強のこ

とで悩んでいることが少なくなったように思います」「学校以外の子や大学生と関われて

嬉しいと、毎回楽しみにしています。 

お子さんの学校

での人間関係

に変化 

「自分から周囲に声をかけるようになったみたいです」「こどもの話に出てくる友達の名

前が増えました。学校が楽しくなってきたようです」「人と関わることに自信がついたの

か、人見知りで緊張することが少なくなったようです」「今まで、友達がいないのではない

かと心配でした。大学生や親以外の大人のみなさんとの関わりの中で人付き合いが少

しわかったのか、自分から友達を作れるようになったようです」 

お母さんご自身

の変化 

「母子家庭だとどうしても孤育てと感じてしまうことがありますが、こどものことを共有して

いるところがあるというだけで、心強いしありがたいです」「こどもの成長が沢山あって、

それを共有できる人がいる安心感が、大きいです」「こどもの勉強のことで悩んでいたの

で、勉強はじめいろいろとアドバイスしていただけることが安心感につながりました」「こ

どもの変化に気がつけるようになりました。気持ちに余裕ができたからかもしれません」

「孤立感を感じる事がなくなりました」「ひとり親として生活する中で不安なことも沢山あり

ますが、同じひとり親の方（mia forza 代表やスタッフの方。保護者の方々）と話すこと

で、前向きに考えることができるようになりました」 

利用されてよか

ったこと 

「私や友達に話せないことでも、ここでたくさん話を聞いてもらっているようで、子どもが

安定してきました」「勉強が苦手でも、勉強しようという姿勢が出てきました」「ひとりじゃ

ないんだと、気持ちが楽になりました」「こどもがとにかく楽しそうで、私も嬉しいです」「こ

どものことを相談したり、悩みを聞いてもらえて助かっています」「こどもから離れる時間

ができつかの間のリフレッシュになっています」「上の子をみあちゃん家でお願いしてい

る間、下の子と 2人で過ごす時間が初めて取れました。下の子の話をゆっくり聞けて良

い時間です」「話を聞いてもらえたり、日頃の子ども達の様子を教えてもらえるので、ひ

とりで子育てしている感覚がなく気持ちに余裕ができました」「勉強面で教えてもらえる

安心感がもてるようになりました」「毎回楽しく通っているようです。帰りの車の中では、

今日こんな話をしたとお勉強以外のことを楽しそうに喋りながら帰っています。こどもが

こんなに喜ぶなんて、もっと早く利用したかったです」 

保護者会の感

想 

「いろいろなお母さんの声が聞けてよかったです。お土産もいただいて、こどもだけでは

なく私たち親も大切にしてくださっているのだと感じて、嬉しかったです」「こどものことを

詳しく教えていただけて良かったです」「私には見せないこどもの様子を知れて、嬉しか

ったです」 

文具購入・各種

試験受験料な

どの補助につい

て 

「今年も利用しました。毎年、漢字検定を受けています。『みあちゃん家が応援してくれ

ている』と言って頑張っています」「文具購入補助をありがとうございます。家計が助かり

ます」「英語検定で利用しました。受験料をいただくだけではなく、寺子屋で対策もしてい

ただき安心して、自信をもって受験できたようです」 
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mia forza への

メッセージ 

「いつもありがとうございます。高校生になり寺子屋は卒業するはずでしたが、本人の希

望を聞いて集わせていただき感謝しています」「mia さんの活動が、私たち親子の励み

になっております。感謝申し上げます」「いつもありがとうございます！みあちゃん家利

用させて頂いた帰り道は、いつも『楽しかった〜』っと話が止まらないくらい。たくさん出

来事を話してくれます」「いつも本当にありがとうございます。毎週の寺子屋を楽しみに

していて、（本人わかった気になっているだけかもしれませんが、、、）〇〇が得意！〇

〇が好き！と自信を持つようになりました。苦手な科目はなかなか、継続して取り組む

ことが難しい面もありますが、自信を持てるような関わり方をしてくださっていること感謝

いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」「こどもたちがそれぞれに考え

がきちんとある子に育ったのは、1人ではなく、困った時に相談できる場所があるからだ

と思います。本当にありがとうございます」 

 

 

「受験料給付事業」 

新規事業として、宮城県内のひとり親家庭や困窮家庭の中学３年生・高校３年生・既卒者を対象に、高校・

大学等の受験費用の給付事業を立ち上げました。本事業は、２０２４年４月から開始される、こども家庭庁

による受験料等の給付制度に先立つ取り組みです。受験料の給付のほか、卒業祝のお菓子と希望家庭

には食糧提供と相談対応を行いました。 

事業内容 

  事業目的：宮城県内のひとり親家庭等のこどもたちが、家庭の経済的困窮により、進学・受験を諦 

めるという状況をなくすことを目指す。 

  内容：宮城県内のひとり親家庭等や施設に入所している中学３年生・高校３年生・既卒者を対象に、高

校・大学等の受験料の給付と卒業祝いの菓子のお届けを行なった。また、給付対象家庭のう

ち希望家庭への食料提供と個別の相談対応を実施した。 

  実施期間：２０２４年１月から３月末 

  対象者：宮城県内のひとり親家庭等の中学３年生・高校３年生・既卒者およびその家庭 

利用人数：２３人。２３世帯。 

  担当者：事務局スタッフ２人 担当理事２人  

助成：公益財団法人パブリックリソース財団塩沼亮潤大阿闍梨基金様 

 

受験料給付を

受けてのこども

たちの声 

「手助けしていただけるということに驚きました」「俺は頑張ったよ、ありがとう！」「母の

負担が軽減されて嬉しいです」「親の負担を少しでも減らせてありがたいと思いました」

「教科書代に充てたいと思います」「受験料を気にせず、受けたい高校が受けられまし

た」「感謝してます」「お金に余裕がなくてアルバイトばかり考えていたけど、いただいお

金のおかげで余裕ができて、安心して入学できました。ありがとうございました」「国立を

受けたので受験料が多くかかり、それを支援してくれて助かりました。ありがとうござい

ました」「こんなことしてもらえるなんてびっくり、学用品を買う足しにしたいと思います」

「純粋に援助対象に選ばれたというのが、嬉しかったです」「助かりました」「受験から進

学に向けお金がかかりますが、だからといって自分が援助をいただいていいものか悩

みました。でも有難く素直に助かります。感謝しています！」「結構お金がかかると気に

なっていましたので、ありがたかったです」 

卒業祝いのお

菓子をもらって

「思い入れのある亘理のお菓子で、嬉しかったです」「自分に宅急便が届くことはないの

で、まずそれがうれしかったです。すごくおいしかったです」「美味しかった。ありがとうご
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のこどもたちの

声 

ざいます」「のしに、卒業祝と書かれていたが、すっごく嬉しかった」「お菓子の中のメッセ

ージがとっても嬉しかったです。そして、お菓子も美味しかったです。ありがとうございま

した」「卒業祝いのプレゼントをいただけると思っていなかったのでとても驚きました。あ

りがとうございました」「お菓子までプレゼントなんて凄いと思いました。食べたことない

お菓子で美味しかったです」「受験で気持ちがカリカリしていたので、卒業祝いモードに

なれて嬉しかった。喜びや有難さを噛みしめました」 

受験料給付を

受けた保護者

の方たちの声 

「ただただ嬉しいです。出費がかさむ時期で不安が大きかったので、本当に助かりまし

た」「高校入学に多額がかかってしまったので、受験料を応援していただき、とても助か

りました。私の息子を選んでいただき、感謝の気持ちでいっぱいです」「タブレット購入だ

けで 70,000円強の支払いでした。本当に助かりました。ありがとうございます。しまし

た」「入学にあたり、資金が足りないくらいなので、とても助かりました」「感謝と共に、私

学ですがなんとか卒業させたいと思います」「まさか受験料の補助が受けられると思い

ませんでしたので、助かりました」「今回、私立高校を AB日程 2校を受験しました。料

金の事を考えると、私立 1校の推薦受験にしようか、最後まで子供と悩みましたが、１

校分の受験料のご支援を頂けたので、結果としてほぼ同じ受験料となり助かりました。

ありがとうございました」「大学受験の費用がかさむ中、このような支援はとてもありがた

いと思いました」「そのまま本人の貯金の一部として少しでも残してあげられるので嬉し

く思います。ありがとうございます」「初めて聞いた時、受験料の支援までしていただける

とは思わず驚きました」「何からなにまで、感謝しかありません。大切に使ってもらいた

いと思います」「感謝の気持ちでいっぱいです。進学に向け本当に出費が多く、正直驚

いていました。中学校の頃は、幸いにもお下がりを譲り受けたため必要最低限で済みま

したが、高校はレベル違うと実感。義務教育の在り方を改めて感謝しましたと同時に、

皆様の善意で応援金を頂戴しましたことに感謝の申し上げようもございません。本当に

ありがとうございました。応援金ですが、こどもと話し合い通学用の自転車の費用に充

てさせていただくことになりました。こどもにとっては初の自転車です。本人が選び本人

専用の自転車に心が弾んでいるようです。加え、こども曰く皆様からの善意で購入する

自転車なので大切に乗り続けたいと申しております。本当に本当にありがとうございま

した」 

卒業祝いのお

菓子をもらって

の保護者の方

たちの声 

 

 

「受験料応援の他にお菓子まで頂けるとは思わずとても嬉しかったです。宮城県にこん

な美味しいお菓子があるとは知りませんでした。とても美味しくいただきました。ありがと

うございました」「とても美味しかったです。せっかくのお祝いなのに外食も連れて行って

あげられないのでとても嬉しいです」「あまり祝福の言葉をいただける機会がなかったの

で、嬉しく思いました「お花の形がとてもかわいらしくとてもうれしいです。華やかな気持

ちになりました」「学費の貯金をするためにお菓子など買うのを我慢していたので、いた

だいた時とても喜んでいました。また、中にメッセージカードが入っていいたことにもとて

も感動していました。そのカードはダイニングテーブルのところに挟みいつでも目に付く

ようなところで保管していました。いただいたことがよっぽど嬉しかったんだと思います。

ありがとうございました」「びっくりしました。綺麗なガーベラのカードが素敵でした。ひと

つ貰って食べましたが、もなかがさくさくで美味しかったです。ありがとうございました」

「こどもの成長を一緒に祝ってくれる方々がいて本当に感謝しています」「お気持ちがあ

りがたく、とても嬉しかったです」「感動して泣けました。大げさと思われるかもしれませ

んが、高校進学が当たり前の時代です。何かと準備も多くやることも沢山あり、精神的

余裕もない中での贈り物でしたので、私たちを気遣ってくださる方々がいらして下さった

ことに有り難さと感謝と嬉しさでいっぱいになりました」 
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fonto事業 女性応援事業 

事業内容 

 事業目的：女性ひとりひとりが直面している課題の緩和・解決に向けたサポートを行うことで、ひとりで 

も多くの女性の「生きる力」の取り戻しと、力の回復、可能性を広げることを応援する。 

 詳細内容：①個別相談 メール・ SNS・面談（リアル・オンライン）・電話にて対応 

相談件数 １９９件  相談者年代 １０代〜５０代 

主な相談内容 孤独 離婚 暴力被害 いじめ 親からの暴力 友人関係 家族関係 

          子育て 職場の人間関係 仕事について 賃貸借 経済的困窮 就職 

退職 労働問題 精神疾患 妊娠 中絶 パートナーからの暴力 など   

②女子のホッとカフェ・mia room  

開催数 ３８回  利用者年代 １０代〜６０代  

主な対応内容 話を聞いて欲しい 付き合っている人のこと こどものこと 友人関係  

職場の人間関係 仕事について 孤独 賃貸借 経済的困窮 就職 

退職 労働問題 パートナーからの暴力 など   

③各種自助グループ  

「シングルマザーのおしゃべり会」 開催１回 

④食糧・生活用品の提供  

提供対象者 mia room と自助グループの利用者・シングルマザー 

提供内容 米、乾麺、カップラーメン、スープ、レトルト食品、冷凍食品、果物、野菜、 

缶詰、カレー等のルー、調味料、飲料、菓子、非常食、生理用品、化粧品、 

本、文具、靴、衣類、こども用品、ペットフードなど 

           提供回数 ８５回  提供人数 １８５人（シングルマザーの子を含む） 

        ⑤スタッフ研修  

助成機関の研修会（５回）へ参加をした他、法人独自の研修会（５回）を開催 

事業スタッフ：大学生１人 社会人５人 事業リーダー２人（年度途中で交代） 代表理事１人    

助成：一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)様 公益財団法人地域創造基金さなぶり様 

 

若年女性をメインターゲットとして、誰でも立ち寄れる「夜カフェ」として『女子のホッとカフェ・mia room（ミ

ア・ルーム）』を、２０２４年９月末日まで開催しました。回を重ねる毎に、利用者層の変化と相談内容が拡

大して行ったことから、１０月からは事業の見直しと担当スタッフの研修を行い、２０２５年１月より、利用者

の方のニーズと状況に合わせた新たなプログラム構成へ移行しました。 

何かあったわけじゃないけど、 さびしかったり、 気持ちが落ちちゃう 。

ちょっときついな、 つらいな、 困ったな。

友達はいるけど、 重いって思われそうでこんなことは話せない。

どう してみんなは、 楽しそうにしてるの？どう して私は、 楽しく ないの？

「 終わったこと」 って、 割り切ることができないよ、 苦しいよ。

いろんなことがいっぱい、 いっぱいで、 どう したらいいのかわからない。

人とう まく やっていけなく て、 いつもひとりぼっちのような気がする。

助けてほしい。 つらいよ。 さびしいよ。

誰かに会いたいな。

誰かに、 話しを聞いてもらいたいな。

そんなときは、おいでよ！
まってるよ！

女子のホッ とカフェ ・ m ia room （ ミ ア・ ルーム） は、
中学生以上の女性なら誰でも気軽に立ち寄れる「 夜カフェ 」 です。

女子のホッとカフェ・ mia room
日時 毎週木曜日1 9 ： 3 0 -2 1 ： 3 0
住所 仙台市青葉区中央4 -8 -1 7  オーガニッ クカフェ レスト ランおひさまや ※駐車場はありません。
料金 無料
メ ニュー 手作りのお菓子と飲み物

スタ ッ フとのおしゃべりのほか、 相談対応もしています。
そのほか、 カフェの一角で、 以下のプログラムを開催します。

第一木曜日 シングルマザーのおしゃべり会
第二木曜日 傷ついた経験のある女性のためのケア講座
第三木曜日 D V ・ 性暴力やいじめなどで傷ついた経験のある女性の語り合い

プログラムへの参加は、 事前申込みが必要です。
オンライン（ zoom ） 参加もできます。
申込みは、 QRコード から！

主催・ 問合せ先 特定非営利活動法人m ia fo rz a

m ia fo rz a .m ia room @ g m a il.com
※m ia fo rz a（ ミ ア・ フォルツァ ） は、

宮城県仙台市で女性やこどもを応援している団体です。

本事業は、 休眠預金を活用した民間公益活動として、
当該助成金を活用して実施しています。
実行団体名 特定非営利活動法人 m ia fo rza
事 業 名 つながる・ ひろがる、 わたしのちから！困難を抱える若年女性のサポート 事業

指定活用団体 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（ JA N PIA ）
資金分配団体 公益財団法人 地域創造基金さなぶり

「mia room」や自助グループでは、利用者の方と一緒にお菓子やお茶をいただきます。美味しいもの・甘いものは、おなかを満たすだけで

はなく、緊張を和らげ話やすい関係作りに役立っています。 
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fonto事業 食糧提供事業 

事業内容 

事業目的：困窮しているこどもと女性へ食糧・生活用品の提供を行うと同時に、並行して相談等のサ 

ポートを行い、困窮状態の緩和や解消を目指す。  

提供回数 １４９回  提供人数：３,０６３人 

提供内容 米、乾麺、カップラーメン、スープ、レトルト食品、冷凍食品、果物、野菜、缶詰、カレー等の 

ルー、調味料、飲料、菓子、非常食、生理用品、化粧品、本、文具、靴、衣類、こども用品、 

ペットフード、マスクなど 

事業スタッフ：ボランティアスタッフ２３人 社会人スタッフ３人 担当理事１人 代表理事１人    

助成：一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)様 公益財団法人地域創造基金さなぶり様 

    社会福祉法人中央共同募金会様（２０２４年３月末まで） 

寄付：認定 NPO法人お寺おやつクラブ様 NPO法人フードバンク仙台様 オタワ愛徳修道女会様 

愛子大仏仙台佛国寺様 株式会社リトルベアー様 宮城県漁業協同組合様 コスメバンク様 

NPO法人チャリティーサンタ様 ほか 

 

 

fonto事業 シェルター事業 

自主財源事業 

 

 

社会の課題解決に資する調査事業 

助成：社会福祉法人中央共同募金会様  

 

これまで行なってきたひとり親家庭への大規模フードパントリーを３月末で終了し、４月からは女性応援事

業・こども応援事業の利用者を対象に行いました。今年度の食糧事業の特徴は、食糧提供と個別相談対

応を同時に行うことで、困窮状態の緩和や解消を目指したことです。就職・転職ができた方や暴力被害状

況からの離脱等、短期間で自身が希望する方向へ踏み出された方が多くいました。 

高校生世代への食糧提供は、さらにニーズが高まったことから継続。利用している高校生世代の中に

は、女子の居場所や個別相談、シェルター利用等が始まる方もいました。若年者を保護している他団体

からも食糧・生活用品等の提供依頼があり、対応をしました。また、他県被災地のこどもや女性の支援団

体にも食糧・生活用品の提供を行いました。 

２０２２年に成人年齢が１８歳に引き下げられ、「１８歳高校生」が児童相談所のサポート対象から外れた

ことから、ここ数年、当法人のシェルター利用者の層が変わってきています。 

任意団体当時から２０２２年までは、DV等の暴力被害女性等の利用がほとんどでしたが、２０２４年度は

１７歳・１８歳の利用が主となりました。入所経緯は、高校からの依頼が多く、なかには、自治体の児童相

談所からの依頼もありました。 

食糧提供事業やこども応援事業、女性応援事業等の当事者への直接支援事業を通して、調査事業を行

っています。２０２４年度は、生きづらさを抱える宮城県内の高校生を対象に、全国でも珍しい、高校生の

QOL調査を行いました。本調査を通して、東日本大震災の影響が高校生にも出ていることや、困難な状

況にある生徒ほどサポートにつながりにくいことなどがわかってきました。 



特定非営利活動法人 mia forza ２０２４年度 年次報告書 p. 12 

grava 事業 担い手育成研修事業 

助成：一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)様 公益財団法人地域創造基金さなぶり様 

    公益財団法人ベネッセこども基金様 一部自主財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunligi事業 NPO・ボランティア団体におけるハラスメントに関する事業 

助成：公益財団法人庭野平和財団様（２０２４年３月末まで。以降は自主財源にて実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２０２４年度会議実績】  臨時総会：１回  理事会：７回開催   事務局・会計会議：２２回開催 

担い手育成研修事業では、一般公開研修４回、法人内部研修２回を開催しました。一般公開研修では、

女性とこどもを取り巻く法制度の変化を踏まえたテーマを据え、ハイブリッド方式で開催しました。4回の

研修会の参加人数は、のべ１８２名。北海道から九州までの方にご参加いただきました。 

法人研修は、女性応援事業とこども応援事業のスタッフ研修をそれぞれ行いました。日頃の活動での疑

問や学んでみたいことをピックアップし、スタッフ自らがテーマを決めて研修を企画・実施しました。 

法人主催の研修は合計６回にとどまりましたが、２０２４年度は他団体主催の研修に積極的にスタッフ（事

業リーダー・社会人スタッフ・大学生スタッフ）を派遣しました。 

２０２１年度よりスタートした「NPO・ボランティア団体におけるハラスメントに関する事業」は、２０２３年度ま

でに調査・団体内ハラスメント対応者育成研修・ハラスメント対応にかかる専門家との研究会・フォーラム

を行いました。２０２４年度は、団体内でのハラスメント対応者へのアンケート調査を行いました。また、こ

れまでの事業経緯よりハラスメント対応のハンドブックを作成をしました。２０２４年４月からは、弁護士とと

もに、全国から寄せられるハラスメント相談への対応・ハラスメントが起きた団体の再発防止および団体

再生サポート等にあたっています。 

 

 

 

 

主催・問い合わせ先︓特定⾮営利活動法⼈ m ia forza    m iaforza . ch ild@ gm ail. com  

助成︓公益財団法⼈ベネッセこども基⾦ 

 

 

特定⾮営利活動法⼈ m ia forza ⼦ども応援担い⼿育成事業 
 

⼦どもを応援するすべての団体・活動者の⽅とともに学ぶ研修 

「⼦どもたちを⼤切にする視点と取り組みを考える」 

塙 創平さん（基調講演・パネリスト） 

（りのは綜合法律事務所代表弁護士） 

早稲田大学、大宮法科大学院大学法務研究科卒業。 

学生時代にネットベンチャーを創業等した後、 

 弁護士登録。企業・倒産分野の他、ITや 

 非営利組織・公益法人のガバナンス等の先端 

  分野を特に得意とし、各団体の顧問や外部 

相 相談窓口等を多数務める。 

  近年は非営利組織のコンプライアンスや 

 ハラスメントに注力し、学校、保育園その他

子ども関係の団体の事故防止を目指している。 

⻘⽊智宏さん（パネリスト） 

（公益財団法人ベネッセこども基金 事務局長） 

東京都町田市出身。 

「こどもたちが自らの可能性を広げられる 

社会」を目指して、NPOなどへの助成事業 

および、学校や自治体などとともに、 

子どもたちを取り巻く社会課題の解決に 

取り組む。 

プライベートでは複数の団体にて理事や監事 

を兼任。仙台市には 3年在住していたご縁もあり、 

仙台市の特別なニーズに対応する学習支援団体である一般

社団法人学習能力開発財団 LEADの理事。 

⼦どもを応援する活動において、⼤切なこととは何でしょうか︖ 

今、⼦どもを応援する活動で、⼦どもたちの権利侵害が起きています。 

本研修では、セーフガーディングや⽇本版 DBSに触れながら、⼦どもたちはもちろん、 

団体・活動者も⼤切にした活動について考えます。 

子どもを応援するすべての団体・活動者の方とともに学ぶ研修 

「子どもたちを大切にする視点と取り組みを考える」 

 

■日時  9月 23日（月・祝）15:00〜17:45（開場 14:40） 

■会場 せんだい男女共同参画財団エル・ソーラ仙台大研修室 

（仙台市青葉区中央 1-3-1アエルビル28F） 

■開催方法 ハイブリッド方式   

■定員 50名  ■参加費 無料 

■プログラム 

15:00～15:05開会 

15:05～16:00基調講演  

塙 創平さん（りのは綜合法律事務所代表弁護士） 

 「子どもたちを大切にする視点と取り組みを考える」 

16:00～16:45 パネルディスカッション  

パネリスト：青木智宏さん、瀬角南さん、 

塙創平さん 

コーディネーター：横山英子 

16:45〜17:00 質疑応答  

17:00～17:05 閉会式 挨拶  

17:05～17:45 交流会 

17:45     終了  

■申し込み 右 QR コードより9月 18日までに 

お申し込みください。 

瀬⾓ 南さん（パネリスト） 

（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン  

国内事業部 地域 NPO支援事業 プログラム・マネージャー） 

日本国内で地域 NPO向け助成プログラムの 

企画運営を担当。NPOが事業推進と組織の 

持続・発展の両方を実現して行くための 

サポートのあり方を日々模索中。 

助成プログラムの中で、子どものセーフ 

ガーディングの研修や取り組み支援も 

行っており、子どもが安心・安全に過ごし 

活動できるための環境づくりについて、 

団体の皆さんと話し合い学び続けています。 

横⼭英⼦（コーディネーター） 

（特定非営利活動法人 mia forza 副代表理事） 

1962年仙台市生れ。家業である横山芳夫建築設計監理事務

所に入社後、仙台青年会議所にて仙台七夕花火 

まつり実行委員長・理事長・東北地区担当常任 

理事・日本青年会議所監事を務める。 

NPO法人キューオーエル理事長として、 

人の命を繋ぐ事業を東北大学病院の先生方と 

行っている。他に、障害者就業事業所（授産 

施設）の中間支援組織であるみやぎセルプ協働 

受注センター理事・副会長、セーブザチルドレンジャパン

の理事も務めている。 

 

 

 

 

主催・問い合わせ先︓特定⾮営利活動法⼈ m ia forza    m iaforza . ch ild@ gm ail. com  

助成︓社会福祉法⼈中央共同募⾦会 公益財団法⼈ベネッセこども基⾦ 

 

 

特定⾮営利活動法⼈ m ia forza ⼥性や⼦ども応援担い⼿育成事業 

災害のあった地域における⼥性や⼦どもへの応援とは︖ 

川北秀⼈さん（コーディネーター）  

（IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者） 

1964 年大阪生まれ。87 年に大学卒業後、 

株式会社リクルートに入社。国際採用・ 

広報・営業支援などを担当し、91 年に 

退職。その後、国際青年交流 NGO の 

日本代表や国会議員の政策担当秘書な 

どを務め、94 年に IIHOE 設立。大小さ 

まざまな社会的な事業や市民活動のマネ 

ジメント支援を毎年 100 件以上、社会責任 

志向の企業の CSR マネジメントを毎年 10 社以上 

支援するとともに、NPO と行政との協働の基盤づくりも

支援している。 

清⽔冬樹さん（基調講演・パネリスト） 

（東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科准教授） 

東洋大学大学院修士課程修了後、 

都内の児童養護施設で勤務の後、 

北海道の保育者養成校と首都圏の 

社会福祉士養成校に勤務を経て 

現職。 

東洋大学大学院博士後期課程修了  

博士（社会福祉学）専門は子ども福祉。 

研究テーマは、地域コミュニティによる 

子ども・若者のパーマネンシーの具体化。 

 仙台市内では勤務校周辺で子どもの放課後の居場所づくり

や冒険遊び場（プレーパーク）にゼミ生と取り組む。 

天野 元さん（パネリスト） 

（仙台市市民局長） 

1964年仙台市生まれ。 

大学（ドイツ文学）卒業後、 

1991年仙台市役所入庁。産業振興課長、 

政策企画部長、文化観光局長、太白区長 

を経て 2022年より現職。 

市民局は、男女共同参画、女性に対する暴力 

の被害者支援、困難を抱える女性への支援などを所管。 

東⽇本⼤震災から 13年。 

被災の影響は、過去のものなのでしょうか。 

今を⽣きる⼥性や⼦どもへの影響はないのでしょうか。 

ここ宮城や仙台で⼥性や⼦どもを⽀援する⽅々とともに、 

災害のあった地域における⼥性や⼦どもの応援について考えてみませんか︖ 

■日時  3月 16日（土）13:30〜16:00 

■会場 東日本放送ぐりりホール 

（仙台市太白区あすと長町 1-3-15khb東日本放送内） 

■開催方法 ハイブリッド方式   

■定員 50名   

■参加費 無料 

■プログラム 

13:30～13:35開会 

13:35～14:20 基調講演 清水冬樹さん 

        「東日本大震災における子ども・若者への 

                        調査結果を踏まえた女性支援の視点」 

14:20～～15:20 パネルディスカッション  

パネリスト：清水冬樹さん、天野元さん、 

横山英子さん 

コーディネーター：川北秀人さん 

15:20～15:30 質疑応答  

15:30～15:35 閉会式 挨拶  

15:35～16:00 交流会 

16:00     終了  

■申し込み 右 QR コードより3月 14日までに 

お申し込みください。 

横⼭英⼦さん（パネリスト） 

（特定非営利活動法人 mia forza 副代表理事） 

1962年仙台市生れ。家業である横山芳夫建築 

設計監理事務所に入社後、仙台青年会議所 

にて仙台七夕花火まつり実行委員長・理事 

長・東北地区担当常任理事・日本青年会議 

所監事を務める。NPO法人キューオーエル 

理事長として、人の命を繋ぐ事業を東北大 

学病院の先生方と行っている。他に、障害者 

就業事業所（授産施設）の中間支援組織であるみやぎセル

プ協働受注センター理事・副会長、セーブザチルドレンジ

ャパンの理事も務めている。 

こどもや女性に

関する法制度や

最新情報を学ん

でいただきまし

た。また、自治

体の方をお招き

することで、自

治体の取り組み

を知り、今後の

官民連携につ

いてともに考え

る機会にもなり

ました。 

N P O・ ボランティ ア団体のための

ハラスメント予防対応

実践ハンドブック

「ハラスメント予防対応実践ハンドブッ

ク」は、「これからハラスメント対応に

取り組む団体」にも、「ハラスメントが

起きてしまった団体」にも、活用いた

だける一冊。 

２０２４年度は、ハラスメントに関する

研修やハラスメントに関する講演依頼

も増えました。研修や講演の際にも、

本ハンドブックを活用しています。 
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【２０２４年度決算報告および２０２５年度予算】 
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【２０２４年度決算報告および２０２５年度予算】 
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【２０２５年度 事業計画】 

２０２５年度の基本方針 

以下４つの基本方針に基づき、事業を推進します。 

１.当事者への「応援」の質の向上（当事者のニーズに応じたプログラムの充実、受益者の声を反映

した事業の見直し・改善、AI やデジタルシステム・オンラインシステムの導入） 

２.財政基盤の強化（安定した資金調達、自主財源の確保、会計上の透明性向上） 

３.組織基盤の強化（担い手育成と増員、他団体・自治体との連携強化、組織の運営体制の整備） 

４.社会的認知度の向上（広報活動の強化、イベントや啓発活動を通じた社会理解の促進） 

 

事 業 名 

(定款記載の事業) 
具体的な事業内容 

実施予定 

時期 

実施予定 

場所 

従事者 

予定人

数 

受益対象者の範囲 

及び予定人数 

女性やこどもへの 

直接支援事業

「fonto(フォント)事

業」（第５条１項

（１）） 

①こどもの居場所の提供 毎月４回 法人事務所 １４名 ①日曜午後；定員上限８名 

②金曜夜；定員上限８名 

②女性の居場所の提供 通年 非公開 ４名 定員上限８名 

③各種自助グループ 通年 非公開 ２名 各回定員上限７名 

④女性やこどものためのシ

ェルターの運営 

通年 非公開 ５名 非公開 

⑤女性のための相談対応 随時 オンライン

/対面 

３名  

⑥フードパントリー 不定期 各所 ２名 年間１,５００名程度 

⑦受験料給付 １月〜３月 法人事務所 ３名 ３０名程度 

⑧上記のほか、困難な状況

にある女性とこどもの状況

改善をめざす活動 

検討 ― ― ― 

女性やこどもを支え

る人材およびハラス

メント対応者の養成

研修の実施と、その

教材の開発・販売な

ど、人材育成事業

「grava（グラヴァ）

事業」（第５条１項

（２）） 

女性とこどもを支える担い

手養成研修 

不定期 対面/オン

ライン 

５名 各回定員１０名〜５０名程

度 

ハラスメント対応者の養成

研修 

検討 ― ― ― 

女性とこどもを支える人材

およびハラスメント対応者

の養成研修の教材の開発・

販売など 

検討 ― ― ― 

女性やこどものため

の支援活動を行う団

体や、その活動者の

ためのハラスメント

相談窓口の運営な

ど、相談対応事業

「kunligi（クンリ

ギ）事業」（第５条

１項（３）） 

女性やこどものための活動

を行う活動者や団体におけ

るハラスメントの調査 

検討 検討 ２名 未定 

女性やこどものための活動

を行う活動者や団体のため

のハラスメント相談窓口の

運営 

随時 オンライン

/対面 

２名 未定 
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社会の課題解決に資

する調査活動（第５

条１項（４）） 

検討 随時 ― ３名 ― 

社会の課題解決に向

けたしくみづくり活

動（第５条１項

（５）） 

検討 随時 ― ８名 ― 

その他この法人の目

的を達成するために

必要な事業（第５条

１項（６）） 

HP・SNS・メールマガジ

ン等情報発信 

随時 ― ３名 各１００名程度 

 

 

【理事・監事の選任について】 

 

２０２４年度の役員のお名前、任期、役職 

お名前（敬称略） 就任時点での任期 役職 

門間 尚子 ２０２３年１月１日から２０２４年１２月３１日まで 代表理事 

横山 英子 ２０２３年１月１日から２０２４年１２月３１日まで 副代表理事 

寺内 順子 ２０２３年１月１日から２０２４年１２月３１日まで 理事 

三浦 隆弘 ２０２３年１月１日から２０２４年１２月３１日まで 理事 

小関 正剛 ２０２４年３月１７日から２０２４年１２月３１日まで 理事 

新崎 人生 ２０２４年３月１７日から２０２４年１２月３１日まで 理事 

須田 晶子 ２０２３年２月２３日から２０２４年１２月３１日まで 監事 

 

２０２４・２０２５年度の役員のお名前、任期、役職など 

お名前（敬称略） 就任時点での任期 役職 備考 

門間 尚子 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 代表理事 継続 

横山 英子 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 副代表理事 継続 

寺内 順子 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 理事 継続 

三浦 隆弘 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 理事 継続 

小関 正剛 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 理事 継続 

新崎 人生 ２０２５年１月１日から２０２６年１２月３１日まで 理事 継続 

須田 晶子 ２０２５年１月１日から２０２５年３月２５日まで 監事 退任 

青木 ユカリ ２０２５年３月２５日から２０２６年１２月３１日まで 監事 新任 

 

以上 
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【特定非営利活動法人ｍｉａ ｆｏｒｚａ 定款】 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人ｍｉａ ｆｏｒｚａ（ミア・フォルツァ）という。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、困難な状況にある女性とこどもを支え・応援することを通して、地域や社会において女性とこどもが直面し

ている課題を解決するとともに、誰もが安心して個々の幸せを追求し実現できる社会づくりに寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（２）社会教育の推進を図る活動 

（３）まちづくりの推進を図る活動 

（４）災害救援活動 

（５）地域安全活動 

（６）人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

（７）国際協力の活動 

（８）男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

（９）子どもの健全育成を図る活動 

（１０）職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

（１１）消費者の保護を図る活動 

(１２）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

（１）女性やこどもへの直接支援事業「fonto（フォント）事業」 

①こどもの居場所の提供 

②シングルマザーの語り合いの場の提供 

③暴力被害女性の語り合いの場の提供 

④女性やこどものためのシェルターの運営 

⑤女性のための相談対応 

⑥女性やこどものための食糧支援 

⑦上記のほか、困難な状況にある女性とこどもの状況改善をめざす活動 

（２）女性やこどもを支える人材およびハラスメント対応者の養成研修の実施と、その教材の開発・販売など、人材育成事業

「grava（グラヴァ）事業」 

（３）女性やこどものための支援活動を行う団体や、その活動者のためのハラスメント相談窓口の運営など、相談対応事業

「kunligi（クンリギ）事業」 

（４）前各号の活動を通じた社会の課題解決に資する調査事業 
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（５）前各号の活動を通じた社会の課題解決に向けたしくみづくり事業 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

（２）賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、次に掲げる条件を満たさなければならない。 

 （１）この法人の目的を共有して活動する意思を有すること。 

 （２）団体は、団体としての意思決定機関を有していること。 

２ 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事

は、そのものがこの法人の目的を共有して前向きに活動する意思を有していると認めるときは、正当な理由がない限り、入会

を認めなければならない。 

３ 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ

ならない。 

 

（会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１）退会届の提出をしたとき。 

（２）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

（３）継続して２年以上会費を滞納したとき。 

（４）除名されたとき。 

 

（退会） 

第１０条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場

合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）この定款等に違反したとき。 

（２）この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第１２条 既に納入した会費その他拠出の金品は、返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第１３条 この法人に次の役員を置く。 
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（１）理事 ３人以上７人以下 

（２）監事 １人以上２人以下 

２ 理事のうち、１人以上２人以内を代表理事、１人以上２人以内を副代表理事とする。 

 

（選任等） 

第１４条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員

並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第１５条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

（４）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求するこ

と。 

 

（任期等） 

第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任

期を伸長する。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

（欠員補充） 

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第１８条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場

合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 
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第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 

 

（職員） 

第２０条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 

２ 職員は、代表理事が任免する。 

 

第５章 総会 

（種別） 

第２１条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第２２条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第２３条 総会は、次の事項について議決する。 

（１）定款の変更 

（２）解散 

（３）合併 

（４）事業報告及び決算 

（５）役員の選任又は解任、職務及び報酬 

（６）会費の額 

（７）その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第２４条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

（２）正会員総数の４分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

（３）第１５条第５項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

３  総会は、オンライン会議システム又はハイブリット型会議により開催することができる。 

 

（招集） 

第２５条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、代表理事が招集する。 

２ 代表理事は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時総会を招集しな

ければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会の

日の１０日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第２６条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 

（定足数） 
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第２７条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第２８条 総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第２９条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をも

って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができるほか、オンライン会議システムによって、総会に参加

し、表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第２７条、前条第２項、次条第１項第２号及び第４８条の適用については、総会に出

席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第３０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

  （２）正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者、表決委任者又はオンライン会議システムを用いた

参加者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があ

ったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 （１）総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 （２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 （３）総会の決議があったものとみなされた日 

 （４）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第３１条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第３２条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。 

  （１）事業計画及び予算並びにその変更 

  （２）借入金 

  （３）事務局の組織及び運営 

（４）総会に付議すべき事項 
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（５）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（６）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第３３条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）代表理事が必要と認めたとき。 

（２）理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

（３）第１５条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第３４条 理事会は、代表理事が招集する。 

２ 代表理事は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から２０日以内に理事会を招集しなければ

ならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事

会の日の７日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

（議決） 

第３６条 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第３７条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することが

できる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条第２項及び次条第１項第２号の適用については、理事会に出席したものとみな

す。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第３８条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。） 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

 

（持ち回り決議） 

第３９条 緊急を要する事項について、代表理事から全理事に書面又は電磁的方法により通知し賛否を求めた場合には、書

面又は電磁的方法による理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の決議とすることができる。 
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２ 前条の規定にかかわらず、持ち回り決議の場合には、理事総数、代表理事が全理事に通知した事項と通知から表決まで

の経緯及び各理事の表決結果と付記意見の内容をもって議事録とする。この議事録には、代表理事１名以上及び副代表理

事１名以上が記名押印または署名しなければならない。 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第４０条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）設立の時の財産目録に記載された資産 

（２）会費 

（３）寄附金品 

（４）財産から生じる収益 

（５）事業に伴う収益 

（６）その他の収益 

 

（資産の管理） 

第４１条 この法人の資産は、特定非営利活動事業に係る事業に関する資産の１種とし、代表理事が管理し、その方法は、総

会の議決を経て、代表理事が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第４２条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（事業計画及び予算） 

第４３条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第４４条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができ

る。 

 

（事業報告及び決算） 

第４５条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速

やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（事業年度） 

第４６条 この法人の事業年度は、毎年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第４７条 借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければ

ならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第４８条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、法

第２５条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。 
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（１）目的 

（２）名称 

（３）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（４）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（５）社員の資格の得喪に関する事項 

（６）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

（７）会議に関する事項 

（８）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（９）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（１０）定款の変更に関する事項 

 

（解散） 

第４９条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）総会の決議 

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３）正会員の欠亡 

（４）合併 

（５）破産手続開始の決定 

  （６）所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第５０条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第１１条第３項に

掲げる者のうち、総会の議決を経て選定された女性やこどもを支援する団体に譲渡するものとする。 

 

（合併） 

第５１条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得

なければならない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第５２条 この法人の公告は、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照表も含めて、この法人のウェブサイトに掲載して行う。

ただし、法に公告の方法を官報と規定された事項については、官報に掲載して行う。 

 

第 10章 雑則 

（細則） 

第５３条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。 

 

附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

代表理事 門間尙子 

代表理事 青木彰子 
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副代表理事 石川久美子 

理事 寺内順子 

理事 三浦隆弘 

理事 横山（戸籍姓 光山）英子 

監事  小田嶋章宏 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成立の日から２０２２年１２月３１日までとす

る。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第４３条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとす

る。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第４６条の規定にかかわらず、成立の日から２０２１年１２月３１日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

（１）正会員 

①入会金 ０円 ②年会費 個人５,０００円、 団体１０,０００円 

（２）賛助会員 

①入会金 ０円 ②年会費 個人３,０００円、団体５,０００円 

 


